
00（都道府）県安心こども基金条例（参考例）  

（設置の目的）  

第一条 （待機児童の解消を目指し、）保育所の計画的な整備等を実施するとともに、認   

定こども園等の新たな保育需要に対応するなど∴ぽか、盟好の子穿丁カをばぐぐむ靡超   

筈すべての子ど邑・廣摩人の．文彦、ひとク鹿家窟・社会劇斉藤等への支凄の忍方によク、   

子どもを安心して育てることが出来るような体制整備を行うため、00（都道．府）県安   

心こども基金（以下「基金」という。）を設置する。  

（基金の額）  

第二条 基金の額は、00（都道府）県が交付を受ける子育て支援対策臨時特例交付金の   

額とする。（注）  

（注）その他以下のような案も考えられる。  

案1 基金の額は、△△円とする。  

案2 基金の額は、予算で定める額とする。  

秦3 基金の額は、予算で定める額の範囲内で都道府県知事が定める額とする。  

（管理）  

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保   

管しなければならない。  

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができ   

る。  

（運用益の処理）  

第四条 基金の運用から生じる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編   

入するものとする。  

（繰替運用）  

第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率   

を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。  

（処分）  

第六条 基金は、00（都道府）県又は市町村が行う次の各号／こ題／プる事業保育所等整備   

運用を図るための事務の財源に充てる限り、（ノノから「7ノ戎び「JJノから「J7ノ   

定ついてぼ平成ニ十三牟三片三ナーβまで、r9ノから（リ4ノ まで仁ついてば平成ニ   

ナ四年三方三ナーβまで、「βノ 働ニーナメ野牛三方三ナーβまでのノ野に瘡学を願Lそ   

者に．対する＿支瀞にノ野る。ノについでば一平成ニナ士卒三方三ナーβまでの厭 これを処分   

することができる。  

〃ノ原職貴著  

「2ノ広旅行床柳鼻欝  

「βノ家庭新顔穿訝疹寄書芽  

「4ノ尿夢の質の／を上のための媚著者  

「∂ノ忍ぎこどあ勝者事業  

「∂ノ忍者こどあノ野夢の贋鰯筈事業  
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「7ノ彪成子穿て二掛算事業  

「βノ高等蚕凝榔草野筈孝二者  

「βノ戯業瀞顔を．二穿げるひとク厳密にノ材する′託ノダサービスj管庶事薯  

〃0ノ磯煮紋介筈を行う企業夢を茸屏乙ノたひとク虜家庭7ご／対する威二業支署事業■  

〃ノノ威者・度会潜易腐凝着への戸餓筑野事業  

〃プノ ひとク虜家庭筈の逐一老身巣支密事薯  

〟jノ虜人尿耕零の退所者のf′粛算者零ノ 欝に対する務業文彦事業  

〟イノノ㌘榔の適所者夢の威｝美文貨車業  

〟5ノノ已著者躍筈の皇居周．上のための緻善寮者  

〟∂ノノ接着躍筈の願の＿資質拘．上のための雅試着  

〃7ノ その彪事者（都道好男事務費ノ  

（委任）  

第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。  

附 則  

（施行期日）  

1 この条例は、公布の日から施行する。  

（この条例の失効）  

2 この条例は、平成OC二十三年三月三十一日限り、その効力を失う。この場合におい   

て、基金に残額があるときは、当該基金の残額を予算に計上し、国庫に納付するものと   

する。   

倦リ C℃匿つい丁   

訝六‾条の「9ノから「，7イノが含ま才乙る場合 報ニナ彪7一牢三方三ナーβ  

窟六壌の 佃ノが含まメ7る虜倉 平成ニナ☆牟三夙三ナーβ  

上房瑳葬の紛倉 一再赦二十三卒三方三ナーーーβ  

ー6卜   



子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）  のスケジュール  

※ひとり親家庭等への在宅就業支援事業（250億円）分は別のスケジュールとなる。   



子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）特別対策事業一覧  

④実施主  ⑤補助率  
①区分   ②事業内容  ③交付額の根拠   体  （診事業実施期    ⑦精算時期  

国  都道府県  市町村   限  

（1）保育所等整備事業  平成22年度末   

拡充  市町村   

保育所（公立を除く）の施設整備費の補助を実施する。また、待機児童が多く、  
財政力が乏しい市町村における保育所の新設等について、追加的財政措置を行   ○別添1の3（1）に該当する市町村  

。  

2／3l－11／12  
○別添1の3（2）に該当する市町村  

20年度交付要  1／2 保  
1／4  

綱4（1）  

育 サ  市町村   1／2  1／4  

l  

21年度交付要  

ビ  
綱4（1）ア及び  

め、賃借料、改修費等の補助を実施する。※公立保育所を除く  
ス  

イ  

等  ○子育て支援のための拠点施設整備事業（別添3）  市町村   1／2  1／2  
の  

充  子育て支援のための拠点施設の施設整備費の補助を実施する。  

実  
（  ○放課後児童クラブ設置促進事業（別添4）  

指定都市   1／3  
中核市  

2／3  
文  
部  小学校内等において教材等の保管場所として使用されている空き教室等を、放  
科  課後児童クラブを実施するために必要な建物改修、倉庫設備の設置のための経  上記以外   1／3   1／3   1／3  
学  費の補助を実施する。  

の市町村  

21年度交付要  1／2  1／2  平成22年度末   

省 関 係  綱4（1）り及び   

を  
自園の保育士による保育所入所児童の送迎サービスを実施する。  

エ  

除  
く  

平成22年度末  
平成22年度末  

）        （3）家庭的保育改修等事業（別添6）  

拡充  ○家庭的保育改修等事業  20年度交付要  1／2  
綱4（3）  

家庭的保育事業の実施場所に係る改修費及び賃借料の補助を実施する。  
21年度交付要  

○家庭的保育者研修事業  綱4（1）オ及び   

力   

家庭的保育者の研修を実施するための費用の補助を実施する。  市町村   1／2  1／2  



（》区分   ②事業内容  ④実施主  
③交付額の根拠   休   

⑤補助率  

国  都道府県  市町村   
（参事業実施期    ⑦精算時期  

限  

（4）保育の質の向上のための研修事業等（別添7）  平成22年度未  

○保育の質の向上のための研修事業等  都道府県  1／2   
20年度交付要  

保育の質の向上のため、保育所等の保育士（現在、保育所等に勤務していない  
保育士を含む。）等を対象に実施する研修費用及びアクションプログラム実践の  市町村   1／2  1／2  
ための事業の補助を実施する。  

新規  21年度交付要  都道府県  1／2   1／2  

保育士の再就職支援を行う保育士再就職支援コーディネーターを配達する。   綱4（1）キ  

（5）認定こども園整備等事業  平成22年度末  

○認定こども園整備事業（厚生労働省関係）（別添8）  市町村   1／2  1／4  

認定こども園の施設整備費の補助を実施する。  
※社会福祉法人等が対象   20年度交付要  

○認定こども園事業費（厚生労働省関係）（別添9）  
綱4（1）  

市町村   1／2   1／4  1／4  

認定こども園の事業費の補助を実施する。  
※社会福祉法人等が対象  

○認定こども園整備事業（文部科学省関係）（別添8）  市町村   1／2  1／4  
2  

認定こども園の施設整備費の補助を実施する。  

保  ※学校法人等が対象   20年度交付要  

育  
サ  ○認定こども園事業費（文部科学省関係）（別添9）  

綱4（2）  
市町村   1／2   1／4  1／4  

t  

ビ  
認定こども園の事業費の補助を実施する。  

ス  
※学校法人等が対象  

等  平成22年度末  
の  

充 実  
平成22年度末  

21年度交付要  都道府県  1／2 1／3  
（  綱4（2）アから  

文  
幼児教育の質の向上のため、施設における遊具・運動用具・教具・衛生用品等 の環境整備やデジタルテレビ備のための費用を支援する 

部  
整。  

科  
新規   都道府県  1／2   

省  

関  認定こども園の緊急整備等に対応し、認定こども園における教育の質の向上に  21年度交付要  

係  関する研修、幼稚園t保育所の教職員の合同研修及び幼稚園と保育所等の連  綱4（2）エ  

）  

携に係る研修の実施に必要な費用を支援する。  市町村   1／2  1／2  

T   
ニ  ーー ー エコヒー＿ こ－J電ニこて、一－＝一  － －－ エコ訂－ニニ一丁－と二ニー ーニ ー   



（》区分   （∋事業内容  
④実施主   

③交付額の根拠    体   
（9補助率  

（訃事業実施期  限  ⑦精算時期  

国  都道府県  市町村   

地域子育て創生事業（別添12）  平成22年度末   

・地域子育て支援を行うNPO等の活動の立ち上げ支援  都道府県  
市町村  

・地域における子育て力を育み、コミュニティーの活性化等を図るためのきめ細や  都道府県  

新  
かな子育て支援活動を促進するための支援  市町村  

規  
・経済的困難を抱える家庭や施設等で生活する子どもの健全な育成環境を確保  都道府県  

3  するための支援  市町村   

す  ■育児に悩みのある親の話の傾聴や育児・家事を協働して行うスタッフの派遣によ  
ベ  り、育児期の孤立感や育児不安の解消を図るための支援（家庭支援スタッフ訪問  都道府県  

て  事業）  
市町村  

の  

子  
・放課後児童クラブと放課後子ども教室の連携を促進するための支援（放課後子  都道府県  

ど  
どもプラン連携促進事業）  市町村  平成22年度末  

も  
21年度交付要  

綱4（3）  

会基盤の構築を促進するための支援  都道府県  
家  
庭  
へ  ・ファミリー・サポートセンター事業の広域実施や病児・病後児預かり等の実施を  

の  促進するための支援  
都道府県  

支  
援  

・安心・安全な出産に向けた妊婦等支援教室や家庭訪問等による支援（妊娠出  都道府県  
産前支援事業）  市町村  

・地域子育て支援拠点の従事者や放課後児童健全育成事業の指導員資質の  都道府県  
向上を図るための支援、人材育成支援  市町村  

・賃借物件により新たに地域子育て支援拠点事業や放課後児童健全育成事業  
等を実施するための賃借料等の支援、病児・病後児保育事業に係る感染症対策  都道府県  

等に必要な備品費等の支援   市町村  

－
の
∽
－
 
 
 



①区分   （診事業内容  
④実施主  

③交付額の根拠   体   
⑤補助率  ⑥事業実施期    ⑦精算時期  

国  都道府県  市町村   限  

（1）高等技能訓練促進費等事業（別添13）  21年度交付要  都道府県  3／4  1／4  
綱4（4）ア及び  

別添13の2（3）   

高等技能訓練促進費及び入学支援修了一時金を支給する。  
イ   市、福祉事務  3／4  

に定める期限  

※母子家庭等対策総合支援事業により補助が行われる分を除く。  所設置町村  1／4  

（2）職業訓練を受けるひとり親家庭に対する託児サービス提供事業（別添14）  都道府県  1／2  り2   平成23年度末  

母子家庭等就業・自立支援センター等において、職業訓練を受けているひとり  
指定都市  四  親家庭に対する託児サービスを提供する。  中核市  

1／2  

（3）職業紹介等を行う企業等を活用したひとり親家庭に対する就業支援事業  

新 親  都道府県  平成23年度末   

4  職業紹介等を行っている企業等に委託して、ひとり親に対する相談支援、就職  1／2   
活動支援を行うとともに、ひとり親が働きやすい職場の開拓等を支援  中核市  

1／2  

ひ  21年度交付要  

と り  
綱4（4）工及び  

オ  
平成23年度末  

親  
平成23年度末  
（別添13に規  

家  ○戸別訪問による相談支援等  都道府県  定する高等技  
庭  

引きこもりがちであるなど、就業活動に至らない母子家庭の母に対して、戸別訪  
能訓練促進費  

等  
間による相談支援を実施するとともに、母子自立支援プログラム策定等事業など  市、福祉事務 所設置町村   

等事業を除く。）  
へ  

の就業支援策の活用への結びつける。  の  

支  
援  

○就業活動支度の費用についての支援  都道府  

県市福  定額  の  戸別訪問による支援を行った母子家庭の母が、母子自立支援プログラム策定  祉事務所   
拡  後の就業活動をする際に、その支度に必要な物品の取得について支援する。  設置町村  
充  

（5）ひとり親家庭等の在宅就業支援事業（別添17）  都道府県   定額  平成23年度末  
21年度交付要   市  

ひとり親家庭等の在宅就業を積極的に支援する地方自治体に対し助成を行う。  
綱4（4）ウ  

（6）婦人保護施設等の退所者（DV被害者等）等に対する就業支援事業（別添18）  
21年度交付要   

都道府県  1／2   1／2  平成23年度末  

職業紹介等を行っている企業等に委託して、施設退所者等に対するソーシヤ  
綱4（4）エ及び  

ル・スキル・トレーニング、相談支援、就職活動支援及び施設退所者等が働きや  
オ   

すい職場の開拓等を行い、退所後の自立支援を推進する。  

1  

⊥意㌢★∴」，√∴二倉ニサて＝†∴TJ＿＿■■▼  Ⅷ・・・■－－⊥ナ ーー ー   ー1し－ で二＝E仁一⊥二1－－で＝＝－＝二∴一－こナ     常ヽ  ・二皇こ＿ ニー一丸⊥＝「てモ∴ ∴J  T－亡・こ㌧二   



④実施主  ⑤補助率  
①区分   ②事業内容   （∋交付額の根拠   体  ⑥事業実施期    （∋精算時期  

国  都道府県  市町村   限  

（1）児童養護施設の退所者等の就業支援事業（別添19）   都道府県  1／2   平成23年度末   

職業紹介等を行っている企業等に委託して、施設退所者等に対するソーシヤ  指定都市、児  
ルースキル・トレーニング、相談支援、就職活動支援及び施設退所者等が働きや  童相談所設  

置市  
1／2  

すい職場の開拓等を行い、退所後の自立支援を推進する。  

薪  
（2）児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業（別添20）  都道府県  平成22年度末   

規  

・老朽化遊具の更新、食品の安全など安全対策や生活環境の改善のための改  
5  修、児童相談体制の整備等を図る。  指定都市、中  

・ファミリーホーム、自立援助ホーム、地域小規模児童養護施設等の新規設置に  核市、児童相  談所設置市  
1／2  

社  
A  

必要な賃借料、改修費等の補助を実施する。  
コ王  21年度交付  

要綱4（5）  
平成23年度末  

的  
姜  

市、福祉事務  1／4  1／4  
所設置町村  

護  
の  

○別添20の  

拡  市町村   1／2  
充  

（3）児童養護施設等の職員の資質向上のための研修事業（別添21）  都道府県  1／2   1／2  平成22年度末  

児童養護施設等施設職員や児童相談に携わる職員等が資質向上のために研  指定都市、児  童相談所設  
修に参加する経費及び研修期間中の代替職員の経費等の補助を実施する。  置市  

2（2）（∋に…   

村  

市町村   1／2   1／2  

6  

その他事業（都道府県事務費）（別添22）  都道府県  り2   1／2  平成22年度末   

そ霊  
20年度交付  

要綱4（5）  
平成22年度末   

基金事業の執行業務に必要な費用の一部に充てるため、都道府県に対して事  
務費を交付する。   

（注1）③欄の「20年度交付要綱」とは平成21年3月5日20文科初第1278号・厚生労働省発雇児第0305005号文部科学事務次官・厚生労働事務次官連名通知の別紙「平成20年  

度子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）交付要綱」のことを言う。  

号文部科学事務次官・厚生労働事務次官連名通知の別紙「平   （注2）③欄の「21年度交付要綱」とは平成21年○月○日21文科初第0000号・厚生労働省発雇児第  
成21年康子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）交付要綱」のことを言う。  

（注3）④欄の「市」または「市町村」には、特段の記載がない限りは指定都市ヰ核市・児童相談所設置市を含む。  
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※全体を通じて、地方公共団体が上記の事業を積極的に実施できるよう、臨時交付金で地方公共団体への配慮  
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